
 

新旧対照表（小樽市地域公共交通活性化協議会分科会規程の一部改正） 

改 正 前 改 正 後 

  

（趣旨） 

第１条 この規程は、小樽市地域公共交通活性化協議

会設置要綱（以下「要綱」という。）第８条第２項の規

定に基づき、小樽市地域公共交通活性化協議会（以下

「協議会」という。）の分科会に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 分科会は、要綱第２条各号に掲げる事項につ

いて、専門的な協議、検討及び調整を行うものとする。 

 

（組織） 

第３条 分科会の名称及び協議事項は、別表のとおり

とする。 

２ 分科会を構成する委員（以下「分科会員」という。）

は、協議会の会長が指名する。 

 

（分科会長） 

第４条 分科会に分科会長を置く。 

２ 分科会長は、協議会の会長が指名する。 

３ 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。 

４ 分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠け

たときは、あらかじめ分科会長の指名する 

分科会員が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 分科会の会議（以下「会議」という。）は、分

科会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、分科会員の半数以上の出席がなければ開

くことができない。 

３ 分科会長は、必要があると認めるときは、分科会

員以外の者の出席を求め、説明又は意見を 

聴くことができる。 

４ 分科会員は、やむを得ない事情により会議に出席

できないときは、代理者を出席させることができる。

ただし、公募又は小樽まちづくりエントリー制度によ

り分科会員となった者は、この限りでない。 

５ 前項の代理者は、分科会員とみなす。 

６ 分科会長は、次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、会議を開かずに文書による回 

議をもってこれに代えることができる。 

 ⑴ 協議事項が軽易なものであるとき。 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、やむを得ない理由が

あるとき。 

 

（報告） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、小樽市地域公共交通活性化協議

会設置要綱（以下「要綱」という。）第８条第２項の規

定に基づき、小樽市地域公共交通活性化協議会（以下

「協議会」という。）の分科会に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 分科会は、要綱第２条各号に掲げる事項につ

いて、専門的な協議、検討及び調整を行うものとする。 

 

（組織） 

第３条 分科会の名称及び協議事項は、別表のとおり

とする。 

２ 分科会を構成する委員（以下「分科会員」という。）

は、協議会の会長が指名する。 

 

（分科会長） 

第４条 分科会に分科会長を置く。 

２ 分科会長は、協議会の会長が指名する。 

３ 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。 

４ 分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠け

たときは、あらかじめ分科会長の指名する 

分科会員が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 分科会の会議（以下「会議」という。）は、分

科会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、分科会員の半数以上の出席がなければ開

くことができない。 

３ 分科会長は、必要があると認めるときは、分科会

員以外の者の出席を求め、説明又は意見を 

聴くことができる。 

４ 分科会員は、やむを得ない事情により会議に出席

できないときは、代理者を出席させることができる。

ただし、公募又は小樽まちづくりエントリー制度によ

り分科会員となった者は、この限りでない。 

５ 前項の代理者は、分科会員とみなす。 

６ 分科会長は、次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、会議を開かずに文書による回 

議をもってこれに代えることができる。 

 ⑴ 協議事項が軽易なものであるとき。 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、やむを得ない理由が

あるとき。 

 

（報告） 

資料４ 



第６条 分科会長は、会議の協議、検討及び調整の経

過及び結果について、協議会に報告するものとする。 

 

（謝金） 

第７条 謝金は、小樽市地域公共交通活性化協議会設

置要綱第１０条の規定による。ただし、協議会と同日

開催の場合は、これを支給しないものとする。 

 

（庶務） 

第８条 分科会の庶務は、協議会事務局が行う。 

 

（補足） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、

協議会の会長が協議会に諮って定める。 

 

附則 

この規程は、平成３０年２月１日から施行する。 

 

 

 

別表（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

分科会名 協議事項 

地域公共

交通分科

会 

■市内における地域公共交通の在り

方に関する事項 

■地域公共交通網形成計画の策定又

は変更に関する事項 

■その他協議会の会長が必要と認め

る事項 

第６条 分科会長は、会議の協議、検討及び調整の経

過及び結果について、協議会に報告するものとする。 

 

（謝金） 

第７条 謝金は、小樽市地域公共交通活性化協議会設

置要綱第１０条の規定による。ただし、協議会と同日

開催の場合は、これを支給しないものとする。 

 

（庶務） 

第８条 分科会の庶務は、協議会事務局が行う。 

 

（補足） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、

協議会の会長が協議会に諮って定める。 

 

附則 

この規程は、平成３０年２月１日から施行する。 

この規程は、令和元年８月１日から施行する。 
 

 

別表（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

分科会名 協議事項 

地域公共

交通分科

会 

■市内における地域公共交通の在り

方に関する事項 

■地域公共交通網形成計画の策定又

は変更に関する事項 

■その他協議会の会長が必要と認め

る事項 

生活交通

確保維持

改善計画

分科会 

■生活交通確保維持改善計画に関す

る事項 

 


